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入院精神障害者 

３１．３万人（８．０％） 

施設入所身体障害者（児） ７．３万人（１．７％） 

 

（年齢別）
障害者総数 ９３６．６万人（人口の約７．４％）

うち６５歳未満 ４８％

うち６５歳以上 ５２％

※

（在宅・施設別）
障害者総数 ９３６．６万人（人口の約７．４％）

うち在宅 ８８６．０万人（９４．６％）

うち施設入所 ５０．６万人（ ５．４％）
           身体障害者（児）            知的障害者（児）         精神障害者 

          ４３６．０万人               １０８．２万人           ３９２．４万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅身体障害者（児） 

４２８．７万人（９８．３％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅知的

障害者

（児） 

９６．２万人 

（８８．９％） 

 

 

 

 

 

施設入所

知的障害

者（児） 

１２．０万人 

（１１．１％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅精神障害者 

３６１．１万人（９２．０％） 

 

 

身体障害者（児） 及び知的障害者（児）数は平成28年（在宅）、平成27年（施設）の調査等、精神障害者数は平成26年の調査による推計。なお、身体障害者（児）には高齢者施設に入所している身体障害者は含まれていない。

※平成28年の調査における在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は鳥取県倉吉市を除いた数値である。

※在宅身体障害者（児）及び在宅知的障害者（児）は、障害者手帳所持者数の推計。障害者手帳非所持で、自立支援給付等（精神通院医療を除く。）を受けている者は19.4万人と推計されるが、障害種別が不明のため、上記には

含まれていない。

※複数の障害種別に該当する者の重複があることから、障害者の総数は粗い推計である。

          身体障害者（児）             知的障害者（児）         精神障害者 

          ４３６．０万人               １０８．２万人           ３９２．４万人 

 

 

 

６５歳未満の者（２６％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
６５歳未満の者 

（８４％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳未満の者（62％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（７４％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６５歳以上の者（３８％） 

 

６５歳以上の者

（１６％） 
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障害者の数

○
○
○

障害者の総数は９３６．６万人であり、人口の約７．４％に相当。
そのうち身体障害者は４３６．０万人、知的障害者は１０８．２万人、精神障害者は３９２．４万人。
障害者数全体は増加傾向にあり、また、在宅・通所の障害者は増加傾向。



障害者・児

都 道 府 県

・広域支援 ・人材育成 等

介護給付

支援

地域生活支援事業

市 町 村

・居宅介護 ・重度訪問介護
・同行援護 ・行動援護
・療養介護 ・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

・基本相談支援

・地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）

・計画相談支援

自立支援医療

・更生医療

・育成医療
・精神通院医療

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具
・移動支援 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム 等

補装具

自立支援給付

第２８条第１項

第５条第18項

第６条

第５条第24項

第７７条第１項

第５条第25項

第７８条

第２８条第２項

★自立支援医療のうち、精
神通院医療の実施主体は
都道府県及び指定都市

★原則として国が１／２負担

★国が１／２以内で補助

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）

・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着支援

・自立生活援助
・共同生活援助

訓練等給付

相談支援

障害者総合支援法の給付・事業

○
○
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障害者に対しては、障害者総合支援法に基づき、各種障害福祉サービスを提供。
このうち、障害者の「働く」を支援するサービスとして、就労移行支援、就労継続支援等を提供。



就職

企 業 等

就 職

就労支援施策の対象となる障害者数／地域の流れ

障害者総数約９３７万人中、１８歳～６４歳の在宅者数約３６２万人
（内訳：身体１０１万人、知的５８万人、精神２０３万人）

雇用者数

約４９．６万人

（平成２９年６月１日）

＊50人以上企業

12,844人/年
（うち就労系障害福祉サービス 6,434人）

6,411人/年777人/年 特別支援学校
卒業生21,292人（平成２９年３月卒）

就労系障害福祉サービス
から一般就労への移行

1,288人/ H15 1.0
2,460人/ H18 1.9 倍
3,293人/ H21 2.6 倍
4,403人/ H22 3.4 倍
5,675人/ H23 4.4 倍
7,717人/ H24 6.0 倍

10,001人/ H25 7.8 倍
10,920人/ H26 8.5 倍
11,928人/ H27 9.3 倍
13,517人/ H28 10.5倍
14,845人/ H29 11.5倍

障害福祉サービス
大
学
・専
修
学
校
へ
の
進
学
等

【出典】社会福祉施設等調査、国保連データ、学校基本調査、障害者雇用状況調査、患者調査、生活のしづらさなどに関する調査 等

・就労移行支援 約 ３．３万人

・就労継続支援Ａ型 約 ６．９万人

・就労継続支援Ｂ型 約２４．０万人

（平成３０年３月）
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（平成２９年度）

ハローワークから
の紹介就職件数

９７，８１４件
※A型：20,825件

一般就労への

移行の現状

①特別支援学校から一般企業への就職が約３０．１％ 就労系障害福祉サービスの利用が約３０．２％

② 障害福祉サービスから一般企業への就職が年間 １．３ ％（Ｈ１５） → ４．３％（Ｈ２９）
※ 就労移行支援からは２７．０％ （Ｈ２９）



一般就労への移行者数・移行率の推移（事業種別）

就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、毎年増加しており、平成29年度では約１．５万人。○
○ 一般就労への移行率を見ると、就労移行支援における移行率は大きく上昇、就労継続支援Ａ型では微増、

就労継続支援Ｂ型では横ばい。
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＜一般就労への移行者数の推移＞

【出典】社会福祉施設等調査
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5,675
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13,517 

3,000

14,845
＜一般就労への移行率の推移＞

【出典】社会福祉施設等調査、国保連データ
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1.1%

2.7% 2.7% 3.1% 3.3% 3.7% 4.2% 4.2% 4.1% 4.3% 4.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

就労移行支援 就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型 全体
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】

○

○

【参考① 就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数に関する目標

就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援）の利用を経て一般就労へ移
行した者の数については、平成27年度実績で平成24年度実績の約1.7倍（14,185人）となっている。

平成25年度から平成27年度の移行者数の年平均増加数（約1,900人）から推計すると、平成29年度におい
ては、第４期障害福祉計画の基本指針の成果目標である「平成24年度実績の２倍の一般就労への移行者の達
成」をおおよそ満たすことが見込まれる。

就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数に関する現状について

平成28年度の一般就労への移
行実績の１．５倍以上

都道府県
障害福祉計画

４倍 ４．２倍 ２倍 ―

目標値
第１～２期

（平成18～23年度）
第３期

（平成24～26年度）
第４期

（平成27～29年度）
第５期

（平成30～32年度）

基本指針
平成17年度の一般就労への移
行実績の４倍以上

平成17年度の一般就労への移行
実績の４倍以上

平成24年度の一般就労への移
行実績の２倍以上

○ 第５期障害福祉計画の基本指針においては、今般の傾向等（平成25年度から平成27年度にかけての一般就
労への移行者数の平均増加数の実績（約1,900人））を踏まえつつ、以下のような成果目標としてはどうか。

※ 今後の一般就労への移行に対する施策効果をどう考えるか。

【成果目標】
平成32年度末までに平成28年度実績の1.5倍以上の一般就労への移行実績を達成することを基本とす
る。ただし、各市町村及び都道府県において、現在の障害福祉計画で定めた平成29年度末までの移行実績が達成されないと見込まれる場合は、新し

い計画を定める際には、平成29年度末時点で未達成と見込まれる人数を加味して成果目標を設定するものとする。

成果目標

（参考）基本指針及び都道府県障害福祉計画における目標値
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○

（S63 .4.1）

○
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精神障害者

知的障害者

身体障害者

実雇用率（％）

法定雇用率1.5％

法定雇用率1.6％

法定雇用率1.8％

法定雇用率2.0％

（H10 .7.1）

（H25.4.1）

参考② 障害者雇用の状況【 】
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（平成29年6月1日現在）

民間企業の雇用状況
雇用者数 49.6万人 （身体障害者33.3万人、知的障害者11.2万人、精神障害者5.0万人）
実雇用率 1.97％ 法定雇用率達成企業割合 50.0％
雇用者数は14年連続で過去最高を更新。障害者雇用は着実に進展。



就労系障害福祉サービス（概要）
① 就労移行支援事業

(規則第6条の9)

通常の事業所に雇用されることが可
能と見込まれる者に対して、①生産
活動、職場体験等の活動の機会の提
供その他の就労に必要な知識及び能
力の向上のために必要な訓練、②求
職活動に関する支援、③その適性に
応じた職場の開拓、④就職後におけ
る職場への定着のために必要な相談
等の支援を行う。

（標準利用期間：２年）

※ 必要性が認められた場合に限り、最大
１年間の更新可能

事

業

概

要

対

象

者

報酬
単価

事業
所数

利用

者数

① 企業等への就労を希望する者

※平成30年4月から、65歳以上の者も
要件を満たせば利用可能。

５００～１，０８９単位／日
＜定員20人以下の場合＞

※定員規模に応じた設定

※就職後６月以上の定着率が高いほど
高い報酬

３，３１５事業所

（国保連データ平成30年９月）

３４，２６２人

（国保連データ平成30年９月）

②－１ 就労継続支援Ａ型事業
（規則第6条の10第1項）

通常の事業所に雇用されることが困
難であり、雇用契約に基づく就労が可
能である者に対して、雇用契約の締
結等による就労の機会の提供及び生
産活動の機会の提供その他の就労
に必要な知識及び能力の向上のため
に必要な訓練等の支援を行う。
（利用期間：制限なし）

① 移行支援事業を利用したが、企
業等の雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活
動を行ったが、企業等の雇用に結
びつかなかった者

③ 就労経験のある者で、現に雇用
関係の状態にない者

※平成30年4月から、65歳以上の者も
要件を満たせば利用可能。

３２２～６１５単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均労働時間が長いほど高い報酬

３，７８１事業所

（国保連データ平成30年９月）

６９，３２６人

（国保連データ平成30年９月）

②－２ 就労継続支援Ｂ型事業
（規則第6条の10第2項）

通常の事業所に雇用されることが困
難であり、雇用契約に基づく就労が困
難である者に対して、就労の機会の
提供及び生産活動の機会の提供そ
の他の就労に必要な知識及び能力
の向上のために必要な訓練その他の
必要な支援を行う。
（利用期間：制限なし）

① 就労経験がある者であって、年齢や
体力の面で一般企業に雇用されること
が困難となった者

② 50歳に達している者又は障害基
礎年金1級受給者

③ ①及び②に該当しない者で、就労
移行支援事業者等によるアセスメン
トにより、就労面に係る課題等の把
握が行われている者

５６２～６４５単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均工賃月額が高いほど高い報酬

１２，０９９事業所

（国保連データ平成30年９月）

２４９，０２９人

（国保連データ平成30年９月）

③ 就労定着支援事業
(規則第6条の10)

就労移行支援、就労継続支援、生活介
護、自立訓練の利用を経て、通常の事
業所に新たに雇用され、就労移行支援
等の職場定着の義務・努力義務である
６月を経過した者に対して、就労の継
続を図るために、障害者を雇用した事
業所、障害福祉サービス事業者、医療
機関等との連絡調整、障害者が雇用さ
れることに伴い生じる日常生活又は社
会生活を営む上での各般の問題に関
する相談、指導及び助言その他の必
要な支援を行う。

（利用期間：３年）

① 就労移行支援、就労継続支援、生
活介護、自立訓練の利用を経て一般
就労へ移行した障害者で、就労に伴
う環境変化により生活面・就業面の
課題が生じている者であって、一般
就労後６月を経過した者

１，０４０～３，２００単位／月
＜利用者数20人以下の場合＞

※利用者数に応じた設定

※就労定着率（過去３年間の就労定着
支援の総利用者数のうち前年度末時点
の就労定着者数）が高いほど高い報酬

２０４事業所

（国保連データ平成30年９月）

１，２０７人

（国保連データ平成30年９月） 7

～30.4



身体障害者

13,168 人
（ 19%）

知的障害者

23,824人
（ 35%）

精神障害者

31,374人
（ 45%）

難病等,
663人,
（1%） 身体障害者

２９,６４０人
（ 1２%）

知的障害者

１２７，２８０

（ 53%）

精神障害者, 
82,334人
（ 34%）

難病等,
３５２人

（0%）
身体障害者,

7,100人
（14%）

知的障害者

28,087人
（54%）

精神障害者

16,301人
（31%）

身体障害

者 1,356人
（22%）

知的障害

者 3,478人
（56%）

精神障害

者 1,331人
（ 22%）

身体障害者

2,024人
（13%）

知的障害者

10,217人
（64%）

精神障害者

3,717人,
（23%）

身体障害者

2,655人
（ 8%）

知的障害者

11,723人
（ 33%）精神障害者

17,725人
（58%）

難病等

145人（0%）

平成２０年度 平成２９年度

全 数

３３，７５７人

平成２０年度 平成２９年度

就労移行支援

平成２０年度 平成２９年度

就労移行支援A型 就労移行支援B型

全 数

１５，９５８人

全 数

６，１６５人

全 数

６９，０２９人

全 数

５１，４８８人 ２３９，６０６人

全 数

○
・
・

○
・

就労系障害福祉サービスの利用者数（障害種別）の変化
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就労移行支援、就労継続支援A型は、
平成２０年度は、知的障害者の割合が高い
平成２９年度は、精神障害者の割合が高い

一方、就労継続支援B型は、
平成２０、２９年度ともに、知的障害者の割合

が最も高く、その割合はほぼ変わっていない



【参考③ 就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取扱い（推移）】

～平成23年度

就労移行支援、就労継続支
援ともに、

職場実習や求職活動、在宅
就労など、事業所以外の場
所での活動（施設外支援）の
一形態として、年間１８０日を
限度として、一定の要件（注１）

を満たす場合に報酬の算定
対象としていた。

（注１）

・施設外支援が運営規程に位置づけら
れていること
・個別支援計画への位置づけ
・日報を作成していること

平成24年度～

就労継続支援事業
（A型、B型）におい
て、在宅利用につい
て年間180日間の制
限を外し、要件を強
化（注２）し制度化。

就労移行支援につい
ては、一般就労に向
けた訓練を在宅で行
う事が想定し難いとし
て、在宅利用の対象
外とした。

・

・

就労移行支援事業に
ついても在宅で支援を
行いたいとの要望。
→H24～H27「在宅にお
ける就労支援の在り方
研究会」にて調査研究
を実施し検討

（注２の要件）
① 常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
② １日２回は連絡、助言又は進捗状況の確認等の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在

宅利用者の希望等に応じ、１日２回を超えた対応も行うこと。
③ 緊急時の対応ができること。
④ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡等による必要な支援が提供できる体

制を確保すること。
⑤ 事業所職員による訪問又は利用者による通所により評価等を１週間につき１回は行うこと。
⑥ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち１日は事業所に通所し、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価

等を行うこと。また、事業所はその通所のための支援体制を確保すること。
⑦ ⑤が通所により行われ、あわせて ⑥の評価等も行われた場合、⑥による通所に置き換えて差し支えない。
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平成27年度～

就労継続支援事業
（A型、B型）に加え、

就労移行支援につい
ても、通所利用が困
難で、在宅による支
援がやむを得ない場
合には、在宅利用を
認める。

平成30年度～

就労移行支援、
就労継続支援
ともに

在宅時生活支
援サービス加算
の創設

離島等に居住
する在宅利用
者に対して報酬
算定要件の緩
和



障害者優先調達推進法に基づく国等の取組

調達方針に基づく
調達の実施

調達実績の公表

１ ２

○ 国等は、障害者優先調達推進法（注）に基づき、毎年度、次の取組により、障害者就労支援
施設等からの物品等の調達を推進。 注：平成25年４月１日施行（平成24年６月20日成立（議員立法））

調達 物品の納品
役務の提供

障害者就労施設等

・

・

・

① 調達目標を含む毎年度の調達方針を策定し、公表
② 調達方針に基づき、物品等の調達を行い、年度終了後、調達実績を公表

主な障害者就労施設等

就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）

企業での就労が困難な障害者に、働く場の提供等を
行う障害福祉サービス事業所

就労移行支援事業所

企業への就労を希望する障害者に、必要な訓練等を
行う障害福祉サービス事業所

特例子会社
障害者雇用に特別の配慮をし、一定基準を満たす

ものとして厚生労働大臣に認定された会社

主な調達内容

【物品】
・
・
・

・
・
・
・

事務用品、書籍 （筆記具、用紙、書籍等）
食料品、飲料
小物雑貨 （記念品、清掃用具、防災用品等）

【役務】
印刷 （ポスター、チラシ、封筒等の印刷）
清掃、施設管理
情報処理、テープ
飲食店等の運営 （売店、食堂等）

調達方針の策定・
公表
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※ 国のほか、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人においても同様の取組を実施



【参考④ 障害者就労施設等からの調達実績】
（平成25年度(法施行後)から平成29年度）

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
増減

(28’→29’)

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

国 2,628 ５．６億円 4,491 ６．３８億円 4,878 ６．４４億円 5,769 ８．１７億円 5,875 ８．５１億円 106 ＋０．３４億円

独立行政法人等 3,062 ６．９億円 4,474 ８．２４億円 5,052 ９．９６億円 5,819 １０．４０億円 6,847 １３．１５億円 1,028 ＋２．７5 億円

都道府県 14,596 ２１．４億円 18,368 ２５．９１億円 21,537 ２６．７１億円 23,640 ２５．１６億円 24,814 ２７．５１億円 1,174 ＋２．３５億円

市町村 43,481 ８６．６億円 57,974 １０６．０５億円 68,613 １１０．５７億円 79,861
１２３．８５億

円
95,288 １２４．２２億円 15,427 ＋０．３７億円

地方独立行政法人 1,150 ２．５億円 3,751 ４．６７億円 2,783 ３．５５億円 2,001 ３．５７億円 85,080 ３．９０億円 83,079 ＋０．３３億円

合 計 64,917 １２３．０億円 89,058 １５１．２５億円 102,863 １５７．２３億円 117,090
１７１．１５億

円
217,904 １７７．２９億円 100,814 ＋６．１4億円

平成30年12月18日現在
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○ 平成29年度分の調達実績が次の状況にあることからも、法に基づく取組が着実に浸透。
・ 国、独法等、都道府県、市町村、地方独法の各合計額において、すべて前年度を上回る
・ 全体の合計額についても、法施行後、４年連続で増加
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